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(57)【要約】
【課題】裁断や静電気による用紙同士の固着によって、
用紙の重送や連鎖が生じやすい場合においても、用紙を
１枚ずつ分離して給紙することができる、給紙装置を提
供する。
【解決手段】用紙積載台２の上方に、水平に配置された
吸引搬送ユニット３を、備え、用紙積載台２上の積載用
紙１０を、吸引搬送ユニット３の下側の水平な搬送面３
５に１枚ずつ吸引して、搬送する、給紙装置１であって
、用紙積載台２が、積載用紙１０の搬送方向に対する直
交方向Ｙに向けて傾斜可能に、設けられており、用紙積
載台２を上記直交方向Ｙに向けて傾斜させる、傾斜手段
６Ａが、設けられている。
【選択図】図３



(2) JP 2010-18403 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　用紙積載台の上方に、水平に配置された吸引搬送ユニットを、備え、用紙積載台上の積
載用紙を、吸引搬送ユニットの下側の水平な搬送面に１枚ずつ吸引して、搬送する、給紙
装置であって、
　用紙積載台が、積載用紙の搬送方向に対する直交方向に向けて傾斜可能に、設けられて
おり、
　用紙積載台を上記直交方向に向けて傾斜させる、傾斜手段が、設けられている、
　ことを特徴とする給紙装置。
【請求項２】
　傾斜手段が、１個の上下動機構を備えており、
　該上下動機構は、用紙積載台の、上記直交方向の一端部のみを、任意の距離だけ上下動
させることによって、用紙積載台を傾斜させるように、設けられている、請求項１記載の
給紙装置。
【請求項３】
　傾斜手段が、２個の上下動機構を備えており、
　該上下動機構は、用紙積載台の、上記直交方向の両端部の各々を、任意の距離だけ上下
動させることによって、用紙積載台を傾斜させるように、設けられている、請求項１記載
の給紙装置。
【請求項４】
　傾斜手段の作動を制御する制御部を、備えており、
　傾斜手段が、用紙積載台の傾斜角度を検出するための角度検出手段を、備えており、
　制御部が、角度検出手段の検出結果に基づいて傾斜角度を求めるようになっている、請
求項１記載の給紙装置。
【請求項５】
　用紙積載台上の積載用紙の最上位の用紙の高さ位置を検出する、高さ位置検出手段が、
更に、設けられている、請求項１記載の給紙装置。
【請求項６】
　傾斜手段の作動を制御する制御部を、備えており、
　制御部が、積載用紙の仕様に対応した傾斜角度に用紙積載台を傾斜させるように、傾斜
手段を制御するようになっている、請求項１記載の給紙装置。
【請求項７】
　傾斜手段の作動を制御する制御部を、備えており、
　制御部が、入力部を備えており、
　制御部が、入力部への入力指示によって、用紙積載台を傾斜させるように、傾斜手段を
制御するようになっている、請求項１記載の給紙装置。
【請求項８】
　吸引搬送ユニットの下側の水平な搬送面に、吸引した用紙を撓ませるための突起が、設
けられている、請求項１記載の給紙装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、用紙を給紙する給紙装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　印刷装置等は、一般に、用紙を給紙する給紙装置を備えている。その給紙装置は、一般
に、用紙積載台に積載された用紙を１枚ずつ分離して給紙するようになっている。しかる
に、従来の給紙装置においては、用紙の性状等に起因して、用紙の分離が不十分となり、
その結果、重送（複数の用紙が各々完全に重なって給紙される）や連鎖（複数の用紙が各
々一部重なって給紙される）という不具合が生じていた。このような不具合を解消するた
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めに、用紙をエアで吸引して分離するというエア吸引機構、を有する給紙装置が、提案さ
れている（特許文献１、２参照）。
【特許文献１】特開昭６２－１６９４４号公報
【特許文献２】特開平６－１９９４３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、例えば、用紙同士が裁断によって固着したり静電気によって固着したり
している場合には、上記エア吸引機構によっても、重送や連鎖を防止することは困難であ
った。
【０００４】
　本発明は、裁断や静電気による用紙同士の固着に起因して、重送や連鎖が生じやすい場
合においても、用紙を確実に１枚ずつ分離して給紙することができる、給紙装置を、提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、用紙積載台の上方に、水平に配置された吸引搬送ユニットを、備え、用紙積
載台上の積載用紙を、吸引搬送ユニットの下側の水平な搬送面に１枚ずつ吸引して、搬送
する、給紙装置であって、用紙積載台が、積載用紙の搬送方向に対する直交方向に向けて
傾斜可能に、設けられており、用紙積載台を上記直交方向に向けて傾斜させる、傾斜手段
が、設けられている、ことを特徴とする。
【０００６】
　本発明は、更に、次のような構成を備えるのが好ましい。
（１）傾斜手段が、１個の上下動機構を備えており、該上下動機構は、用紙積載台の、上
記直交方向の一端部のみを、任意の距離だけ上下動させることによって、用紙積載台を傾
斜させるように、設けられている。
【０００７】
（２）傾斜手段が、２個の上下動機構を備えており、該上下動機構は、用紙積載台の、上
記直交方向の両端部の各々を、任意の距離だけ上下動させることによって、用紙積載台を
傾斜させるように、設けられている。
【０００８】
（３）傾斜手段の作動を制御する制御部を、備えており、傾斜手段が、用紙積載台の傾斜
角度を検出するための角度検出手段を、備えており、制御部が、角度検出手段の検出結果
に基づいて傾斜角度を求めるようになっている。
【０００９】
（４）用紙積載台上の積載用紙の最上位の用紙の高さ位置を検出する、高さ位置検出手段
が、更に、設けられている。
【００１０】
（５）傾斜手段の作動を制御する制御部を、備えており、制御部が、積載用紙の仕様に対
応した傾斜角度に用紙積載台を傾斜させるように、傾斜手段を制御するようになっている
。
【００１１】
（６）傾斜手段の作動を制御する制御部を、備えており、制御部が、入力部を備えており
、制御部が、入力部への入力指示によって、用紙積載台を傾斜させるように、傾斜手段を
制御するようになっている。
【００１２】
（７）吸引搬送ユニットの下側の水平な搬送面に、吸引した用紙を撓ませるための突起が
、設けられている。
【発明の効果】
【００１３】
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　本発明によれば、傾斜手段によって用紙積載台を傾斜させることにより、用紙を、搬送
方向に対する直交方向に向けて傾斜させることができる。これにより、吸引搬送ユニット
は、用紙を、吸引搬送ユニットに対して近接している側（高い側）から離れている側（低
い側）に向かって、徐々に吸引することができる。したがって、本発明によれば、用紙を
確実に１枚ずつ分離して給紙することができる。
【００１４】
　上記構成（１）によれば、上下動機構によって傾斜手段を構成しているので、傾斜手段
を簡易に構成することができる。
【００１５】
　上記構成（２）によれば、上下動機構によって傾斜手段を構成しているので、傾斜手段
を簡易に構成することができる。しかも、上下動機構を用紙積載台の両端部に設けている
ので、用紙積載台の傾斜角度の設定をより容易に行うことができる。
【００１６】
　上記構成（３）によれば、用紙積載台の傾斜状態を把握しながら、用紙積載台を傾斜さ
せることができる。
【００１７】
　上記構成（４）によれば、傾斜している積載用紙の上面高さを精度良く管理することが
できる。
【００１８】
　上記構成（５）によれば、積載用紙の仕様に対応して、自動的に、用紙を傾斜させるこ
とができる。
【００１９】
　上記構成（６）によれば、操作者が、入力指示を与えることによって、用紙積載台の傾
斜角度を任意に調整できる。
【００２０】
　上記構成（７）によれば、吸引された最上位の用紙が、突起によって撓むことにより、
残りの用紙から分離されやすくなる。したがって、この点からも、用紙を確実に１枚ずつ
分離して給紙することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
［第１実施形態］
　図１は、本発明の実施形態に係る給紙装置１の平面図である。図２は、図１のII矢視図
（側面図）、図３は、図１のIII矢視図（正面図）である。なお、図３において、長さ方
向ガイド４は図示していない。この給紙装置１は、用紙積載台２上に積載された用紙１０
を、吸引搬送ユニット３によって１枚ずつ吸引して、Ｘ１方向へ搬送するように、構成さ
れている。
【００２２】
　具体的には、給紙装置１は、用紙１０が積載される用紙積載台２と、用紙１０を吸引搬
送する吸引搬送ユニット３と、用紙長さ方向Ｘにおいて用紙１０を揃える長さ方向ガイド
４と、用紙搬送方向に対する直交方向Ｙにおいて用紙１０を揃える幅方向ガイド５と、用
紙積載台２をＹ方向に向けて傾斜させる傾斜手段と、水平な基準台７と、給紙装置１の作
動を制御する制御部（図示せず）と、を備えている。ここでは、上記傾斜手段は、１個の
上下動機構６Ａによって構成されている。用紙積載台２、長さ方向ガイド４、及び幅方向
ガイド５は、基準台７の上に載置されている。
【００２３】
　吸引搬送ユニット３は、用紙積載台２の上方に、水平に配置されており、２個の搬送ロ
ーラ３１、３２と、両ローラ３１、３２間に張り渡された無端の搬送ベルト３３と、搬送
ベルト３３内に設けられた吸引装置３４と、を有している。吸引装置３４は、Ｚ方向に用
紙１０を吸引するようになっている。
【００２４】
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　長さ方向ガイド４は、用紙積載台２上に積載された用紙１０をＸ方向において揃えるた
めに、Ｘ方向に任意の距離だけ移動可能となっている。なお、長さ方向ガイド４の位置調
整は、制御部によって自動調整され、又は、手動調整される。また、長さ方向ガイド４は
、基準台７に対して取り付け及び取り外しが可能となるように、下部に磁石等を備えても
良い。
【００２５】
　幅方向ガイド５は、２つ設けられており、用紙積載台２上に積載された用紙１０をＹ方
向において揃えるために、それぞれ、Ｙ方向に任意の距離だけ移動可能となっている。な
お、幅方向ガイド５の位置調整は、制御部によって自動調整され、又は、手動調整される
。
【００２６】
　更に、本発明の給紙装置１は、以下の構成を備えている。
【００２７】
　吸引搬送ユニット３の下側の水平な搬送面３５には、積載用紙１０の最上位用紙１０１
の高さ位置を検出するセンサ３６と、吸引した最上位用紙１０１を撓ませる突起３７と、
が設けられている。吸引搬送ユニット３の下面と最上位用紙１０１との距離は、１０ｍｍ
程度が好ましく、この距離は、センサ３６によって検出される。
【００２８】
　上下動機構６Ａは、用紙積載台２のＹ方向の一端部に設けられており、モータ６１と、
モータ６１の回転軸６１１に連結された偏心ローラ６２と、エンコーダ６３と、遮光板６
４と、フォトインタラプタ６５と、を備えている。図４は、用紙積載台２が傾斜した状態
の給紙装置１の正面図である。図５は、図３の偏心ローラ６２周囲のＶ矢視図であり、図
６は、図４の偏心ローラ６２周囲のVI矢視図である。図３～６に示すように、偏心ローラ
６２の外周面は、用紙積載台２の上記一端部の裏面と当接している。図３、５に示すよう
に、当初においては、回転軸６１１からの距離Ｔが最小となる偏心ローラ６２の外周点６
２２が、用紙積載台２と当接しており、このとき、用紙積載台２は水平である。図４、６
に示すように、モータ６１が回転すると、偏心ローラ６２も回転し、用紙積載台２と当接
する偏心ローラ６２の外周点までの距離Ｔが増加する。その結果、偏心ローラ６２の膨出
部６２１が基準台７から上方に突出して用紙積載台２の上記一端部を持ち上げ、それによ
り、用紙積載台２がＹ方向に向けて傾斜する。距離Ｔが最大となる偏心ローラ６２の外周
点６２３が、用紙積載台２と当接したとき、用紙積載台２の傾斜角度は最大となる。
【００２９】
　制御部は、特に、傾斜手段の作動を制御するために、角度検出部、大きさ検出部、記憶
部、モータ制御部、及び入力部、を備えている。
【００３０】
　遮光板６４は、偏心ローラ６２の始点を検出するようになっている。フォトインタラプ
タ６５は、モータ６１の回転軸６１１の位置を検出するようになっており、その結果から
、エンコーダ６３は、モータ６１の回転数を検出するようになっている。すなわち、エン
コーダ６３と、偏光板６４と、フォトインタラプタ６５と、によって、角度検出手段が構
成されており、モータ６１が回転すると、これらの角度検出手段によりモータ６１の回転
数が検出され、その結果、図４に示すように、偏心ローラ６２の膨出部６２１が基準台７
から上方に突出した距離Ｌが、制御部の角度検出部によって求められる。そして、用紙積
載台２は、Ｙ方向の他端部が基準台７に支持されているので、一端部における基準台７か
らの突出距離Ｌに基づいて、角度検出部によって、傾斜角度が求められる。なお、求めら
れた用紙積載台２の傾斜角度は、操作パネルに表示される。
【００３１】
　大きさ検出部は、用紙積載台２上に積載された用紙１０の大きさを、長さ方向ガイド４
及び幅方向ガイド５の位置に基づいて、検出するようになっている。ここで、長さ方向ガ
イド４及び幅方向ガイド５の位置は、ポテンショメーター等によって検出される。また、
大きさ検出部は、操作パネルに入力された用紙サイズデータによって、又は、用紙積載台
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２上に設置された複数のセンサによって、用紙積載台２上の用紙１０の大きさを検出する
ようにしても良い。
【００３２】
　記憶部は、用紙１０の大きさに対応して決まる用紙１０の最適な傾斜角度に、用紙積載
台２を傾斜させるための、モータ６１の回転数を、記憶している。モータ制御部は、検出
された用紙１０の大きさに基づいて、記憶部に記憶されているモータ６１の回転数だけ、
モータ６１を回転させるようになっている。
【００３３】
　入力部は、操作者による入力指示を受けて、モータ６１の回転を制御するようになって
いる。
【００３４】
　上記構成の給紙装置１は、次のように作動する。
【００３５】
　用紙積載台２上に用紙１０が積載されると、長さ方向ガイド４をＸ方向において用紙１
０の長さに合うように自動又は手動で移動させ、また、２つの幅方向ガイド５をＹ方向に
おいて用紙１０の幅に合うように自動又は手動で移動させる。これにより、積載された用
紙１０が揃えられ、また、制御部の大きさ検出部が、用紙１０の大きさを検出する。
【００３６】
　そして、制御部のモータ制御部が、モータ６１を所定の回転数だけ回転させる。これに
より、用紙積載台２は、用紙１０の大きさに対応して決まる用紙１０の最適な傾斜角度に
、傾斜する。
【００３７】
　なお、モータ６１の回転数は、エンコーダ６３によって検出される。モータ６１が回転
すると、偏心ローラ６２の膨出部６２１が、基準台７から徐々に上方に突出する。偏心ロ
ーラ６２は用紙積載台２の一端部のみを持ち上げ、用紙積載台２の他端部は基準台７上に
あるので、用紙積載台２は傾斜する。用紙積載台２の最適な傾斜角度は、用紙１０の大き
さに対応するが、通常１０度程度以下であり、５度程度が好ましい。例えば、Ａ４用紙の
場合、用紙積載台２の傾斜角度は、５度が好ましく、その場合の膨出部６２１の突出距離
Ｌは略１８ｍｍである。
【００３８】
　図４に示すように、用紙積載台２が傾斜すると、用紙積載台２上の用紙１０も傾斜し、
積載されている用紙１０の最上位用紙１０１の高さ位置が、センサ３６によって検知され
る。また、吸引搬送ユニット３の下面と最上位用紙１０１との距離が１０ｍｍ程度である
ことも、センサ３６によって同時に検知される。
【００３９】
　図７は、吸引搬送ユニット３が最上位用紙１０１を吸引している途中の給紙装置１の正
面図であり、図８は、吸引搬送ユニット３が最上位用紙１０１を吸引した直後の給紙装置
１の正面図である。最上位用紙１０１の高さ位置がセンサ３６によって検知されると、吸
引搬送ユニット３が、作動を開始する。図７に示すように、最上位用紙１０１は、吸引搬
送ユニット３の吸引装置３４によって、Ｙ方向における高い側（一端部側）から低い側（
他端部側）にかけて徐々に吸引される。これにより、最上位用紙１０１は、残りの下位の
用紙１０から１枚ずつ確実に分離されていく。なお、このとき、センサ３６は、図４、７
、８に示すように、最上位用紙１０１と接触すると、吸引搬送ユニット３内に引っ込む。
そして、図８に示すように、吸引搬送ユニット３に吸引された最上位用紙１０１は、突起
３７によって、撓む。これにより、最上位用紙１０１は、直下の用紙１０から確実に分離
される。そして、最上位用紙１０１は、吸引搬送ユニット３に吸引された状態で、搬送さ
れる。以上のように、用紙積載台２上の用紙１０は、吸引搬送ユニット３によって、最上
位から１枚ずつ、吸引されて、搬送される。
【００４０】
　なお、上記の作動は、制御部による制御によって、自動で行われるが、用紙積載台２を
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自動で傾斜させた後に、必要に応じて、用紙積載台２の傾斜角度を手動で調整してもよい
。手動による調整は、操作者が入力部へ入力指示を与えることによって行われる。すなわ
ち、入力部は、操作者からの入力指示を受けると、その指示に従ってモータ６１を回転さ
せる。
【００４１】
　上記構成の給紙装置１によれば、次のような効果を発揮できる。
【００４２】
（１）用紙積載台２をＹ方向に向けて傾斜させることにより、積載されている用紙１０も
Ｙ方向に向けて傾斜させることができる。これにより、最上位用紙１０１は、吸引搬送ユ
ニット３によって、Ｙ方向における高い側（一端部）から低い側（他端部）にかけて徐々
に、吸引される。したがって、最上位用紙１０１を、残りの下位の用紙１０から良好に分
離できる。
【００４３】
（２）用紙積載台２の一端部を上下動させる、という簡易な上下動機構６Ａによって、傾
斜手段を構成しているので、傾斜手段を簡易に構成できる。
【００４４】
（３）角度検出手段による検出結果に基づき、角度検出部によって傾斜角度が求められ、
その傾斜角度が操作パネル上に表示されるので、用紙積載台２の傾斜角度を把握しながら
、用紙積載台２を傾斜させることができる。
【００４５】
（４）センサ３６によって、用意積載台２上の最上位用紙１０１の高さ位置を検出できる
ので、傾斜している用紙１０の上面高さを精度良く管理することができる。
【００４６】
（５）制御部が、用紙１０の大きさに対応して決まる用紙１０の最適な傾斜角度に、用紙
積載台２を傾斜させるよう、上下動機構６Ａを制御するので、用紙積載台２を自動で最適
な傾斜角度に傾斜させることができる。
【００４７】
（６）操作者が入力部へ入力指示を与えることによって、用紙積載台２の傾斜角度を操作
者が任意に調整できる。
【００４８】
（７）突起３７によって、吸引された最上位用紙１０１が撓むので、最上位用紙１０１は
、残りの下位の用紙１０から分離されやすくなる。したがって、最上位用紙１０１を確実
に１枚ずつ分離できる。
【００４９】
［第２実施形態］
　図９は、本発明の第２実施形態に係る給紙装置１の正面図である。本実施形態では、傾
斜手段は、２個の上下動機構６Ａ、６Ｂによって構成されている。すなわち、本実施形態
では、用紙積載台２のＹ方向の両端部にそれぞれ上下動機構６Ａ、６Ｂが設けられている
。上下動機構６Ｂは、第１実施形態の上下動機構６Ａと同じ構成を有している。すなわち
、上下動機構６Ｂは、モータ６１と、モータ６１の回転軸６１１に連結された偏心ローラ
６２と、エンコーダ６３と、遮光板６４と、フォトインタラプタ６５と、を備えている。
偏心ローラ６２の外周面は、用紙積載台２の上記他端部の裏面と当接しており、モータ６
１が回転すると、偏心ローラ６２の膨出部６２１が基準台７から上方に突出するようにな
っている。本実施形態のその他の構成は、第１実施形態と同じである。
【００５０】
　本実施形態では、上下動機構６Ａ、６Ｂそれぞれの、偏心ローラ６２の膨出部６２１の
基準台７からの突出距離、の差によって、用紙積載台２が傾斜するようになっている。図
１０は、上下動機構６Ａにおいて、偏心ローラ６２の膨出部６２１を基準台７から距離Ｌ
１だけ上方に突出させ、且つ、上下動機構６Ｂにおいて、偏心ローラ６２の膨出部６２１
を基準台７から距離Ｌ２だけ上方に突出させた場合の、用紙積載台２の傾斜状態を示した



(8) JP 2010-18403 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

図である。
【００５１】
　上記構成の給紙装置１は、次のように作動する。
【００５２】
　用紙積載台２に用紙１０が積載されると、長さ方向ガイド４をＸ方向において用紙１０
の長さに合うように自動又は手動で移動させ、また、２つの幅方向ガイド５をＹ方向にお
いて用紙１０の幅に合うように自動又は手動で移動させる。これにより、積載された用紙
１０が揃えられ、また、制御部の大きさ検出部が、用紙１０の大きさを検出する。
【００５３】
　そして、制御部のモータ制御部が、モータ６１を所定の回転数だけ回転させる。これに
より、用紙積載台２は、用紙１０の大きさに対応して決まる用紙１０の最適な傾斜角度に
、傾斜する。
【００５４】
　なお、モータ６１の回転数は、エンコーダ６３によって検出される。モータ６１が回転
すると、偏心ローラ６２の膨出部６２１が、基準台７から徐々に上方に突出する。図１０
に示すように、上下動機構６Ａの偏心ローラ６２の膨出部６２１は、基準台７から距離Ｌ
１だけ突出し、上下動機構６Ｂの偏心ローラ６２の膨出部６２１は、基準台７から距離Ｌ
２だけ突出している。図１０によれば、距離Ｌ２の長さが距離Ｌ１の長さより長いので、
用紙積載台２は、他端部が一端部より高くなるように傾斜する。
【００５５】
　用紙積載台２が傾斜すると、用紙積載台２上の用紙も傾斜し、用紙の最上位用紙の高さ
位置が、吸引搬送ユニットのセンサによって検知され、吸引搬送ユニットによって最上位
用紙の吸引及び搬送が開始される。最上位用紙の吸引及び搬送は、第１実施形態と同じで
ある。
【００５６】
　図１０に示すように、用紙積載台２の他端部が一端部より高くなるように、用紙積載台
２を傾斜させる場合、用紙積載台２上の用紙の最上位用紙の高さも他端部のほうが一端部
より高くなるので、吸引搬送ユニットのセンサは、吸引搬送ユニットの他端部側に設ける
ことが好ましい。
【００５７】
　本実施形態によれば、用紙積載台２のＹ方向の両端部に、上下動機構６Ａ、６Ｂが設け
られているので、以下のような効果を発揮できる。
【００５８】
（ａ）上下動機構６Ａを用紙積載台２の一端部にのみ設ける場合と比べ、２つの上下動機
構６Ａ、６Ｂをそれぞれ上下動させることができ、用紙積載台２の傾斜角度の設定をより
容易に行うことができる。
（ｂ）用紙１０が元々撓んでおり、用紙積載台２の他端部を一端部より高くすることが望
ましい場合において、用紙積載台２の他端部が一端部より高くなるよう、すなわち、第１
実施形態と逆の傾斜となるよう、用紙積載台２を傾斜させることができる。
【００５９】
［別の実施形態］
（１）図１１、１２は、別の傾斜手段によって用紙積載台２を傾斜させる給紙装置１を示
している。給紙装置１の両側部の内部には、それぞれ、上下に移動するチェーン８１、８
２が通されており、チェーン８１と用紙積載台２の一端部とが連結されており、且つ、チ
ェーン８２と用紙積載台２の他端部とが連結されている。したがって、チェーン８１、８
２をそれぞれ上下に動作させることによって、用紙積載台２の一端部及び他端部が上下し
、その結果、用紙積載台２を傾斜させるようになっている。その他の構成については、第
１実施形態と同じである。
【００６０】
　上記構成の給紙装置１の作動については、チェーン８１、８２の上下動によって、用紙
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給紙台２の一端部及び他端部が上下動する以外は、第１実施形態と同じである。
【００６１】
　用紙積載台２の傾斜手段が、簡易なチェーン８１、８２を備えているので、簡易な手段
で用紙積載台２を傾斜させることができる。
【００６２】
　また、用紙積載台２の一端部のみをチェーン８１と連結し、他端部は基準台７の上に載
置する構成とし、一端部のみをチェーン８１で上下に移動させることによっても、用紙積
載台２を傾斜させることができる。
【００６３】
（２）給紙装置１は、上下動機構の上下動を、モータ駆動ではなく、手動で行うものであ
っても良い。図１３は、手動の上下動機構６Ｃで用紙積載台２を傾斜させる給紙装置１を
示した図である。上下動機構６Ｃは、ツマミ６６と、ツマミ６６と連結しているカム６７
と、カム６７と連結している偏心ローラ６２と、を有している。上下動機構６Ｃでは、ツ
マミ６６を手動で回転（例えば時計回りの方向に回転）させることによって、カム６７を
介して、偏心ローラ６２の膨出部６２１が基準台７から上方に突出するようになっており
、その結果、用紙積載台２が傾斜する。用紙積載台２の傾斜角度を小さくするためには、
ツマミ６６を手動で、例えば反時計回りに回転させて、偏心ローラ６２の膨出部の基準台
７からの突出距離を小さくする。上下動機構６Ｃ以外の構成については、第１実施形態と
同じである。
【００６４】
　上記構成の給紙装置１の作動については、上下動機構６Ｃが手動で上下動する以外は、
第１実施形態と同じである。
【００６５】
　上記構成の給紙装置１では、ツマミ６６を手動で回転させるという、より簡易な傾斜手
段によって、用紙積載台２を傾斜させることができる。
【００６６】
（３）第１実施形態及び第２実施形態では、用紙１０の大きさに対応して用紙積載台２を
傾斜させるようになっているが、用紙１０の仕様（大きさのみならず、紙種や紙厚等を含
む）に対応して、用紙積載台２を傾斜させても良い。この場合、用紙１０の大きさ、紙種
及び紙厚等に対応して決まる最適な傾斜角度に用紙積載台２を傾斜させるためのモータ６
１の回転数が、制御部の記憶部に記憶されている。
【００６７】
（４）第１実施形態及び第２実施形態では、制御部が用紙１０の大きさに対応して、用紙
積載台２を自動で傾斜させ、その後、必要に応じて、制御部の入力部への入力指示によっ
て、用紙積載台２の傾斜角度を更に調整するようになっている。しかし、制御部が自動で
用紙積載台２を傾斜させるのではなく、最初から、入力部への入力指示によって、用紙積
載台２を傾斜させても良い。
【００６８】
（５）用紙１０が封筒である場合、用紙１０を吸引搬送する上で、用紙１０の最上位用紙
１０１は、水平となっていることが好ましい。ここで、用紙積載台２が水平となっている
にもかかわらず、用紙積載台２上の用紙１０の最上位用紙１０１が傾斜を有し、吸引搬送
がうまく行われないことがある。このような場合は、用紙１０の最上位用紙１０１が水平
となるように、傾斜手段により、用紙積載台２を傾斜させる。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明の給紙装置は、裁断や静電気による用紙同士の固着によって、用紙の重送や連鎖
が生じやすい場合においても、用紙を１枚ずつ分離して給紙することができるので、産業
上の利用価値が大である。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
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【図１】本発明の第１実施形態の給紙装置１の平面図である。
【図２】図１の給紙装置１のII矢視図（側面図）である。
【図３】図１の給紙装置１のIII矢視図（正面図）である。
【図４】用紙積載台２が傾斜した給紙装置１の正面図である。
【図５】図３の偏心ローラ６２Ａ周囲のＶ矢視図である。
【図６】図４の偏心ローラ６２Ａ周囲のVI矢視図である。
【図７】吸引搬送ユニット３が用紙１０の最上位用紙１０１を吸引している途中の給紙装
置１の正面図である。
【図８】吸引搬送ユニット３が用紙１０の最上位用紙１０１を吸引後の給紙装置１の正面
図である。
【図９】本発明の第２実施形態に係る給紙装置１の正面図である。
【図１０】図９の用紙積載台２が傾斜している状態の正面図である。
【図１１】別の傾斜手段によって用紙積載台２を傾斜させる給紙装置１の正面図である。
【図１２】図１２の給紙装置１の用紙積載台２が傾斜している状態の正面図である。
【図１３】手動で用紙積載台２を傾斜させる給紙装置１の正面図である。
【符号の説明】
【００７１】
　１　給紙装置
　２　用紙積載台
　３　吸引搬送ユニット　３１　搬送ローラ　３２　搬送ローラ　３３　搬送ベルト　
　３４　吸引装置　３５　搬送面　３６　センサ　３７　突起
　４　長さ方向ガイド
　５　幅方向ガイド
　６Ａ　上下動機構　６Ｂ　上下動機構　６Ｃ　上下動機構
　６１　モータ　６２　偏心ローラ　６３　エンコーダ　６４　遮光板　
　６５　フォトインタラプタ　６６　ツマミ　６７　カム
　７　基準台
　８１　チェーン　８２　チェーン
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